
Title 西比利亜撤兵論（一）
Sub Title
Author 板倉, 卓造

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1920

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.14, No.1 (1920. 1) ,p.44- 56 
JaLC DOI 10.14991/001.19200101-0044
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19200101-

0044

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


第
十
.四

卷

(

.四
四

踰

說

.

，■

比
利
逝
撤
兵
論
.

四
四

西

：
比

利

：
亞

撤

、
兵

.
論

ニ

板

倉

卓

、VJh

g

■
. 

_
.
.
.

, . 

.

.

.

. 

-| 

..........

 

.

■'
 

——

'
. 

•
. 

- 

-

一
昨
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七
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の
提
議
に
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軍
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潮
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の
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双
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行
を
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げ
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す
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政
府
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' 

合
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强
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合
衆
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政
府
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d
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.

，
レ：
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し
多
大
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同
情
を
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與
す
る
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ガ

リ

今や聯合列强は 
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處の爲
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著
し
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の
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手
傍
觀
す
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潮
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め
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國
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府
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し
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9

軍
隊
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帝
國
政
府
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友
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潮
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友
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世
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援
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の
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一:
國
が
他
國
の
觸
土
內
に
合
、法
に
其
軍
隊
を
义

L

、
に
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戰

#

に
，依
る
敵
國
侵
入
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場
.合
.を
除
く
の
外
_

際
法
上
、「

定
廄
格
の
：制
‘限
ぁ
り
。

一
、

條
.約
上
の
權
利
，な
る
場
合

S

へ
ば
一
九
〇
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和
團
事
件
に
關
す
る
淸
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め
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濱
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て
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式
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政
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し
た
る
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な
き
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に
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時
自
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讃
稱
し
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政
府
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た
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實
カ
を
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せ
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の
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方
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1
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た
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府
の
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比
利
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に
割
據
せ
る
は
之
を
露
國
ょ
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獨
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た
る
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と
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き
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す
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の
一
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す
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な
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目
し
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獨
立
：政
府
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す
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曾
て
：之
を

«

立
：政
府
ビ
認
め
，た
る
こ

y
、

な
き
を
以

■て
假
令

a

H
本
は

n 

"
チ
ャ

ッ
ク
政
府
ビ
の
何

#

か
の
；取極
に
依

;:
!
>
:
:て
駐
兵
を
約
し
た
る
も
の
ど
す
：る

i

其
取
極
は
同

■- 

' 

. 

-

. 

.

政
府
の
本
體
に
鑑
み
何
等
國
際
法

±

の
根
-
據
を
有
，ずる

' 

も
の
'

に
非
ざ
る
な

b

o
 

、

, 

,笫
十
四
餘

(

四
九

)

論

■耽

丨
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第
一
诚
鸱
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怨

ハ

Jft
〇

論

說

n
和

拙
兵

I 】• 

s 

3
C

.
-
、̂ン
然
ら
ば
コ
ル
チ
ヤ

,
ク
.政
府
は
之
を
交
：戦_
體
ミ
認
む
可
き
や
ビ
云
ふ
に
日
本
も 

又
他

の
證

i

s

:

セ

同

政
府
に
對
し
交
戰
權
を
承
認
し

f

 
J

な
气

4

故
に
二 

チ
.ヤ

グ

ク
政
府
は
交
戰
に
關
す
る
國
際
法
上
の
權
利
主
體
な
る
資
格
を

も
主
張
す
る
こ
ど 

を

#

ざ
る
も
の
な
气
；斯
の
如
き

.法
律
上
、無
資
格
な
る

»!
體
と

0

間
に
如
何
な
る
取
極
を
：

 

爲
す
こ
と
あ
る
も
何
等

9
效
カ
價
値
あ
る
も
の
に
非
ざ
る

'；
こ

と

論

す

る

^

で
も
な
し

0 

■

C
、

E

に
コ
ル
チ
ヤ
ジ
ク
政
府
は
露
國
の

I

自
治
地
方
ビ
し
て
單
躅
に
外
國
せ
條
約
締 

結
權
を
有
す
る
ネ
の
ピ

_

む
可

&

や
と
云
：ふ
に
例
へ
，ば
舊
獨
逸
帝
國
の
聯
邦
中
に
は
パ
ヲ 

，タ
ヤ
の
炎
ぐ
或
，撕
の
事
項
に
關
し
.て
®
獨
に
外
國
ど
條
約
を
雜
結
す
る
の
權
を
認
め
ら
る 

:A
も
の
ぁ

’

或
.也
世
俗
に
所

m

m

M
國
が
其
宗
主
國
ょ

6
單
獨
に
自
&
或
種
の
條
約
を 

外
國
と
の
間
に
締
結
す
る
，の
權
を
與

: '

へ
ら
>

、
£
例
へ
ば
勃

牙

利
、埃
及
等
が

曾

て

土

耳

其
 

に
：隸
觸
し
た
る

」

當
時
に
於
：け
る
如
く
，廣
大
な
る
，自
治
權
を
有
し
た
る
も
の
ぁ

I

或
は
列 

へ
は

英
國

の

加
奈
陀
、濠

^

南
阿
の
如
き
自
治
植

R

地
は
條
約
締
結
に
關
し
.憲
法
上
特
殊
の 

權
利
を
附
與
せ

I

、

も

の

ぁ

れ

。

，
凡

?*
,
是
等
の
自
治
地
方
は
：恰
も
獨
立
國
の
如
く
他
國

に
對
し
て
或
範
圍
の
條
約
締
結
權
を
有
す
る
も
の
に
し
て
興
權
利
は
各
國
の
遨
法
も
し

{

.

, 

: 

. 

.

.

.

.

は
51

报
本
の
國
家
組
成
法

_に
於
：て

g

め
ら

る 
> 

所
な
办

C

然
る
に
现

||
¥

の
コ
ル
チ
ヤ

ッ
ク 

政
府
に

0

り
て
は
固
ょ
り
何
等
憲
法
±
も
し

く

は
其

®

露

國
の
國
冢
組
成
法
に
於
て

0

.

治 

::

權
.
を
認
め
ら
る
、
も
の
に
：非
ず
。

v

何
ぞ
況
や
絛
約
の
締
結
權
を
や
。へ

•
:

コ.
ル
チ
ヤ
，ク政：

®

の
.

®

際
^

上の本

■{!
?

-

舉し，

t:

斯

の

，
免

，
く
fj
:
:
p .，fj

 

.せ
は
假
に
日
本
軍
隊
，

 

の
西
比
利

.35

駐
屯
は
同
政
府
ど
の
間
の
取
極
に
依
る
も
の
な
，̂ゼ
す
る
も
其
取
極
は
國
際
法

..

..

.

- 

.

.

.

.

.

.

.
 

I

上
.
全
然
無
資
格
な
る
も
の
と
の
問
の
約
束

' 

に
し
て
露
國
を
以
て
今
尙
ほ
國
際
間
の

|

主
權
國 

家
S

む
る
以
上
、其
領
土
內
に
我

®

隊
を
入
る
、
の
辯
疏
ヾ

」

し
て
條
約
上
の
禪
利
に
依
る
も

:
 

.

.

.

.
I
 

.
 

.

.

.
 

:•.-
 

•

.

.

.

. 

.

.

の
な
ぅ
ど
の
ロ
實
は
全
然
無
极
據
な
り
ビ
評
せ
ざ
る
可
か
ら

t

c

:
i

l
i

.
'

 ■

 

:

.

.

-
i 

^

 

'

.

.

.
 

;

: 

.

.

.
, 

.
I

ニ、
;:

對
手
國
の
侬
赖
に
：侬
る
揚
合
：

,1

國
杓
亂
の
場
合
に

(

a

s

統
政
府
が

*

叛
徒
を
鎭

M

す
る
爲
め
隣
國

0

兵
力
的
援
助
を
求

:t
r

る
乙
せ

*

b

°

(

b

)

又
叛
徒

.
の
方
が
隣
國
の
助
力
を
請
ふ
こ
と
あ

(

C

I

に

|

國
に
芷
統

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

政
府
滅
び
ニ
以
上
の
勢
力
相

#

ふy

き
一
方
が
隣
國
の
加
勢
を

#

て
.他
.
方
を
征
服
せ
ん
€
す

る
乙

i

あ
>
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號
五
二

a

、-
一 

八
四
九
年
匈
牙
利
に
叛
胤
を
生
じ
た
る

S

き
澳
國
政
府
は

.
拨
肋
，を
^
國
に
求
め 

其
兵
力
の
加
勢

.に
依

i

て
叛
徒
を
鎭
定
し
た

&

。
即
ち
ニ
國
が
對
手

.國
0

IE

統
政
府
を
認 

む
る
以
上
、其
依
：賴
に
應
：レ
て
箄
隊
を
遣
發
す
る
は
何
等
を
の
國
の
主

*

を
®
す
こ
ビ
な
く 

し
て
行
は
る
、
％

0

ビ
云
ふ
可
し

0

オ
ッ
ペ
ン

、ノ
ィ
ム
は
之
を
共
肋

0

?

0

$

|

0

1

1
}
と
名
け 

ye〜
(

fi

一)

.0

然
&

ば
日
本
の
第
隊
が
現
に
西
比
利
蓝
に
在
る
は
露
國
正

««
政
府
の
依
賴
に 

 ̂

(

名
の
な

b

,
や

if

國
.
.に
31
.
統
.：政
，麻
な
る

.

.も
の
.存
せ
ざ
.
る
今
日
の
實
状

11
.

|

\

p

tし 

<卜 

に
於
け
る
露

®:

の
甸
牙
利
出
動
の
免
，例
を

H
?

用
し
て
之
を

|?

解
す
る
こ
と
能
は

3

る
可
し
。
 

尤
も
所
訊
正
銃
政
府
の
依
賴
に
依
り
叛
徙
鎭

M

を
目
的
ビ
す
る

R

.國
の
兵
力
的
拨
叻
を
以 

て
合
法
を
認
め

ざ

る

學
敎
な
き

.に
非
ず
。

.
ホ
ー
ル
日
く

「

外
國
の
援
助
を
請
ふ
の
必
要
ぁ
る 

事
實
は
即
ち
其
援
肋
な

ぐ

し
て
は
叛
亂
の
成
行
不
安
な
る
を
證
す
る
も
の

R

.
し
て
^
て
杏 

局
孰
れ
が
其
國
の
適
法
な
る
代
，表
者
ビ
し
て
設
定
せ
ら
る
可
き
：や
の
疑
問
た
る
を
登
し 

て
餘
あ
り
と
云
ふ
可
し

」

顏

I
)。

即
ち
ホ

I
. \

は
外
國

0

助
力
に
依
る
に
非
ざ
れ
ば
叛
徙
を 

鎭
定

す

る
こ
、匕能

.
は
ざ
る
が
勿
&
微
弱
な
る
正
統
政
府
は
遂
に
其
國
の
眞
正
な
る
巫
統
政 

if
]

*

る
を

#

ベ
.

き
や
を
疑
ふ
ネ
の
に
し
て
隨
て
斯
の
如
き
微
願
な
る
政
府
を

IK

流
ビ
し
て

其
叛
徒
を
鎭
腿
す
ふ
爲
め
隣
國
が
來

A

て
典
兵
力
を
加
ふ
る
を
：以
て
合
法
せ
認
め
ざ

る
も 

の
な
か
。
近
時
多
數
の
學

*

は

_
丨
> 
の
此
說
に
左

*

す
。

,
果
し
て
然
ら
'ば
假
令
ひ
疋
統 

政
府
の
依
賴
に
依
，る
場
.合
と

«

も
.
'叛
徒
鱗
定
の
爲
め
に
す

/る
_

國
の
，兵

カ

的

援

助

は

^

す

I 

• 

: 

— 

.

^

-

，不
當
な
り
と
云

-

は
ざ
る
可
か
ら
す
？
.

：

：
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註
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Oppenheim: 
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100
9.

(

站 

ニ) 

Hall: I&mationd Law (Fifth s.) 

p
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,
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6

、::
往
時
の
學

_

中
、往

^

瞵
瞬
が
他

.
國
内
の

(

叛
徒
に
兵
カ
的
援
肋
を
與
ふ
る
を
楚
認
す 

る
も
の
あ

b

o

へ
フ
タ
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|

‘
の
如
き
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ィ
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細
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产
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說

I
く
如
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「

干
.
渉
に
し
て
現
存
政
俯
に
對
し

.
て
行
は
る

、も
の

^

せ
ん
か
其

0 

の：正
統
機
關
が
隨
意
に
國
事
を
處
理
す
る
を
妨
害
せ
ん

v
j

す
る
も
の
に
し
て
獨
立
を
毁

ff
l
 

す
巧
木
の
せ
云
ふ
可
：し

/

(

能
$ :
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雕
ち
其
木
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干

#

た
る
を
知
る
可
し
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u
p
w 

^
 

s
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掄

說
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笫
ー
掳
五
四

斯
科
，に
根
擻
を
構
ふ
る
に
對
し

0

0

の
デ
一
一

キ
ン

政
府
、最
近
ま
で
多
少
の
势
力
を
有
し
た 

り
し
歐
露
西
北
方
而
の
：ユ
デ
ょ
：ッ
チ
#、及
び
西
比
利
亜
の
コ
ぐ
チ
ャ
ッ
ク
政
府
等
の
反
過 

,激
：派
、國
內
四
方
に
：割

.
據
し
.て
互
に
相
爭
闘
せ
る
實
狀
は
鏹
れ
を
官
堪
と
し
孰
れ
を
賊
軍
ビ 

足
む
る
を
得
ず
。
故
に
是
等
各
派
の
依
賴
に
應
じ
て
兵
力
的
援
助
を
與
ふ
る
は
前
記

a

及 

び
b

の
圾
合
と

必

す

し

も
r

な
ら
ず
。
而
し
て
日
本
镩
隊
が
今
尙
ほ
西
比
利
蓝
に
駐
范
し 

て
蛾
逍
を
守

«

し
過
潋
派
の
跋
直
に
對
し

.て
秧
序
維
持
に
任
じ
つ
く
あ
る
は
果
し
て

n

ル
 

チ
ヤ
ッ
ク
派
の
依
賴
に
基
く
も
の
な
り
や
否
や
？

コ
ル
チ
ャ
ッ
ク
政
府
.ビ
日
本
政
府
ビ
の 

間
に
之
に

.
就
き
如
破
な
る
約

'來
あ

6

や
。
_

:
佘
は
昶
事
實
を
知
ら
ざ
る
が
故
に

H

本
軍
隊
が 

西
比
利
亜
の

.
贼
野
に
：生

.死

：の
危
.
險
を
胃
し

0

<
あ

る

事
情
を
以
て
何
の
理
曲
に
歸
す
可
き 

や
の
斷
定
に
苦
し
，ま
ざ
る
を
得
ず
雖
も
假
に

n

 

\

チ
ャ
ッ
ク
妮
の
依
賴
に

0

P

て
過
激

派
の
討
滅
、地
方
の
秩
序
維
持

も

し

く

は

鐵#
1

の
守
備
等
の
任
務
を
别
受
く
る
に
至
り
た
る

:

:

..

..

..

..

..

..

..

-

.. 

,

. 

:

も
の
と
想
像
し
て
日
本
の
兵
力
的
援
助
は
果

し

て
合
法
な

!>
:

や
。
前
記
へ
フ
タ
ー
の
如
き

• 

J- 

• 

• 

•
.

は

他

國

の

內
鎺
に
際
し

®

國

の

見
て
以
て
正
し
と
爲
す
德
派
の
依
賴

R

應
じ
て

典

力
を
假 

す
.
は
jQ
i

當
な

b
 

f

の
說
を
唱
へ
た
ぅ
と
雖
も
近
時
大
爹
數
の
國
際
法
學
遨
は
皆
こ
の
說
に

i
1|
|
j
!
!
I
I
]

I

反
對
せ

t

他
國
の
內
爭
に
立
入
り
て
直
接
に
も
間
接
に
も

1;

方
を
肋
け
て
他
方
を
討
づ 

が
如
き
其
國
の
人
民
が
隨
意
に

«

國
事

.
を
決
せ
ん

V
J

す
る
，を妨
ぐ
る
も
の
に
し
て
其
助
力

が
ー
方
の
依
賴
に
出
づ
る
す
否
ビ
を
問
は
ず
不
法
な
る
抅
政
干
渉
な
.キ
ビ
云
は
ざ
る
可
か

: 

.

.
 

: 

:

....

&
 

T

o
 

0

國
に
於
け

.
る
所
謂
ボ
广
シ
ユ
ク
ィ
ズ
-ム
の
當
不
常
を
決
す
る
も
の
は
露
國
民
自 

身
に
し
て
其
遂
に
如
何
に
決
す
可
き
や
は
露
國
民
の
外
こ
れ
を
知
る
％
の
あ
る
可
か
ら
ず

o 

露
國
は
法
律
上
に
も
政
治
上
に
も

.
國
家
ど
し
て
滅

1

1
し
た
る
も
の
に
非
ず
。
典
國
政
の
主 

義
を

w
 

C

工
ク
ィ
ズ
ム
ミ
す
可
き
や
立
憲
民
主
と
す
可
き
や
將
れ
.舊
帝
政
を
復
興
す
可 

き
や
の
問
題
ば
露
國
民
が
自
由
な
る
判

®

に
依

V

其
決
す
可
き
所
に
決
す
可
き
窖
に
し
て 

他
國
が
其
鞔
れ
の
，主
奪
を
是

W

し
若
し

く

は
：非
.ビ
し
て
一
方
に
加
勢
し
他
方
を
討
滅
せ
ん 

W

す
る
が
如
き
明
に
露
國
垃
の
自
決
を
妨
害
す
；る
も
の

y

云
は
ざ
る
可
か
ら
ず
。
露
國
民 

が
.

興
國
政
の
主
義
を
自
決
せ
ん
ヰ
せ

.

る.今
日
の
內
筚
に
他
國
が
兵
力
的
干
涉
を
試
み
る
は 

露

國
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